
項目 要望の概要

Ⅰ．地域経済の活性化・中小企業金融の円滑化

１．信用保証協会保証付
債権の譲渡に係る要件の
緩和【新規】

  信用保証協会保証付債権(以下「保証付債権」)の再生ファンド等へ
の譲渡は一定の要件(注) を満たした場合にのみ認められている。た
だ、中小企業の再生では、私的整理ガイドラインが求める要件を満た
すことができず、銀行主体で作成した再生計画により再生を行うケー
スが多い。その結果、「保証付債権」を再生ファンド等に譲渡するこ
とができず、中小企業の再生が迅速に行われない事例もみられる。し
たがって、「保証付債権」を譲渡する際の要件に、「銀行が関係者と
合意のうえ作成した再生計画」が追加されれば、民間主導による企業
再生が円滑化すると考える。

 (注) 譲渡が認められる要件
　　① 整理回収機構が策定を支援した再生計画
　　② 中小企業再生支援協議会が策定を支援した再建計画
　　③ 有責組合が策定を支援した再建計画
　　④ 私的整理ガイドラインに基づき成立した再建計画

２．動産譲渡登記の公示
性の強化【継続】

　本制度が開始され３年となるが、この間、金融機関は中小企業金融
円滑化のため、動産担保融資の取組みを進めてきた。また、中小企業
庁でも、信用保証協会による「流動資産担保融資保証制度」を創設す
るなど資金供給手法の多様化に努めている。
  こうした中で、動産譲渡登記制度の利用をより一層促進するため
に、登記された担保目的の動産譲渡が、占有改定による先行の譲渡担
保に優先するよう、公示性を強化する。

３．コミットメントライ
ン契約適用対象の拡大
（みなし利息の適用除外
の追加）【継続】

　コミットメントライン契約に係る手数料が利息制限法および出資法
上のみなし利息の適用除外となる借主に、中小企業を追加する。中小
企業が追加されれば、中小企業金融の円滑化を図るうえで有効な手法
になると考える。銀行は監督指針の下、法令遵守に向けた全行的な内
部管理態勢を構築していることから、優越的地位濫用の懸念はないと
考える。

４．銀行合併時の議決権
の取得制限(５％ルール)
の緩和【継続】

　公正取引委員会のガイドラインでは、銀行合併時の例外規定（議決
権５％超の保有が最長５年にわたり可能）の適用を認可する場合の要
件(注)を定めているが、実際に同委員会の認可は、なかなか得られな
いのが実情である。銀行に代わる株式の引受け手が限られているとい
う地域の実情を踏まえ認可が行われるよう、要件を明確化する。
  また、銀行法および独占禁止法では、合併後５％超を保有する場
合、その保有期間(最長５年)の中間期までに当該５％超分の１/２以上
に相当する株式を処分することが定められているが、地域や企業の実
情に応じて処分できるよう本規定を廃止する。

（注）議決権５％超の保有要件
　  ① 業績が不振であり信用を維持するために必要な場合
　  ② 市場での売却に相当の期間を要する場合
　  ③ 相対で売却しなければならない場合で、超過額が大きく、売
　　　却に相当の期間を要する場合
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Ⅱ．保険窓販

１．銀行の保険窓販に係
る担当者分離規制の撤廃
【継続】

  本規制により、顧客にとって身近な行員が保険の活用を含めた資産
運用に関する総合的な提案ができず、顧客利便性を阻害している。銀
行は監督指針の下、法令遵守に向けた全行的な内部管理態勢を構築し
ていることから、３年のモニタリング期間を待たずに本規制を撤廃す
る。

２．銀行の保険窓販に係
る融資先販売規制の撤廃
【継続】

　銀行は監督指針の下、法令遵守に向けた全行的な内部管理態勢を構
築していることから、独占禁止法の遵守を前堤として、３年のモニタ
リング期間を待たずに本規制を撤廃する。

３．保険業法上の非公開
情報保護措置の撤廃【継
続】

　銀行以外の代理店（証券会社等）は本規制の対象外であり、公平性
を欠くものと考える。銀行は監督指針の下、法令遵守に向けた全行的
な内部管理態勢を構築しており、個人情報保護法に基づく個人情報の
継続的な厳格管理に取り組んでいることから、３年のモニタリング期
間を待たずに銀行の保険募集に限った本規制を撤廃する。

４．保険業法上の構成員
契約規制からの銀行の除
外【継続】

　本規制は、募集代理店となる企業が自社従業員へ保険販売を行うこ
とを、その実態に係わらず一律に禁止している。これは、過剰な規制
であり、従業員からの自発的な申し出等にも対応できないなど顧客利
便性を阻害している。銀行は監督指針の下、法令遵守に向けた全行的
な内部管理態勢を構築していることから、本規制を設ける必要はない
と考える。

Ⅲ．経営の効率化

１．決算関係報告書類の
見直し【新規】

  銀行が当局あて提出する決算関係報告書類の中には、他の報告書類
と重複する報告帳票があり、銀行の負担となっている。
  一方で、ベター・レギュレーションを踏まえた検査の取組みが進
み、検査時の事前提出資料が削減されるなど事務負担の見直しが図ら
れている。こうした中、銀行監督上求められる決算関係報告書類のう
ち、他の報告書類と重複する報告帳票（注）についても、事務の簡素
化の観点から見直すべきである。
 
（注）① 決算状況表の「有価証券等の状況」
　　　② 連結決算状況表の「主要損益」・「主要勘定」等

２．不良債権開示におけ
る「リスク管理債権」と
「金融再生法開示債権」
の一元化 【継続】

　リスク管理債権は、米国基準との同等性や時系列での比較可能性と
いった観点から開示が求められているが、米国一国の基準に拘ること
に合理性はないと考えられる。「金融再生法開示債権」の考え方の導
入から既に10年が経過し、時系列での比較可能性を有すると考えられ
る。したがって、不良債権に関する最も重要な指標に位置付けられて
いる「金融再生法開示債権」への一元化を図り、預金者の理解促進と
ともに、二重管理に伴う事務の煩雑さを解消すべきである。

３．銀行法で定める決算
公告の有価証券報告書に
よる代用の容認【継続】

　有価証券報告書は、決算公告で開示する情報を網羅しており、銀行
のホームページのほかEDINETでの閲覧も可能である。預金者にとって
有価証券報告書は、開示情報の内容のみならず情報の入手手段として
も決算広告に比べ多様性に富み、十分その代替措置となり得る。
　ついては、会社法の決算広告の扱いで認めているものと同様に、銀
行法で定める決算広告の代替措置として有価証券報告書の利用を認め
る。
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